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資料１ 

生駒市教育委員会事務局組織規則新旧対照表 

現行 改正案 

(趣旨) (趣旨) 

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第

162号)第17条第2項の規定に基づき生駒市教育委員会の事務局(以下「事務局」

という。)の内部組織及び事務分掌その他必要な事項を定めるものとする。 

 

   

（略） 

 

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第

162号)第17条第2項の規定に基づき生駒市教育委員会の事務局(以下「事務局」

という。)の内部組織及び事務分掌その他必要な事項を定めるものとする。 

 

 （略） 

 

別表(第3条関係) 

 

別表(第3条関係) 

1 教育総務部 1 教育総務部 

課名 係名 事務分掌 

教育総務課 庶務係 (1) 教育委員会の会議、記録及び運営に関する

こと。 

(2) 教育委員会に係る事務の管理及び執行の状

況の点検及び評価並びにその公表に関するこ

と。 

(3) 教育委員会規則等の制定又は改廃に関する

こと。 

(4) 事務局職員の任免その他人事に関するこ

と。 

(5) 証書及び公印の保管及び文書事務に関する

こと。 

(6) 儀式及び賞罰に関すること。 

(7) 教育委員及び教育長の秘書事務に関するこ

と。 

(8) 事務局職員の研修及び福利厚生に関するこ

と。 

(9) 関係機関との連絡調整に関すること。 

(10) 学校施設の建設計画及び安全対策に関す

ること。 

課名 係名 事務分掌 

教育総務課 庶務係 (1) 教育委員会の会議、記録及び運営に関する

こと。 

(2) 教育委員会に係る事務の管理及び執行の状

況の点検及び評価並びにその公表に関するこ

と。 

(3) 教育委員会規則等の制定又は改廃に関する

こと。 

(4) 事務局職員の任免その他人事に関するこ

と。 

(5) 証書及び公印の保管及び文書事務に関する

こと。 

(6) 儀式及び賞罰に関すること。 

(7) 教育委員及び教育長の秘書事務に関するこ

と。 

(8) 事務局職員の研修及び福利厚生に関するこ

と。 

(9) 関係機関との連絡調整に関すること。 

(10) 学校施設の建設計画及び安全対策に関す

ること。 
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(11) 学校施設の設置、変更及び廃止に関するこ

と。 

(12) 学校の用に供する教育財産の管理及び処

分に関すること。 

(13) 通学路の安全対策に関すること。 

(14) その他学校施設に関すること。 

(15) 教育行政に関する相談に関すること。 

 

 

 

(16) 事務局、部及び課の庶務に関すること。 

(17) 部内の他課の所管に属さないこと。 

学務係 (1) 学齢児童及び生徒の就学及び出席の督励並

びに就学の猶予及び免除に関すること。 

(2) 県費負担教職員の任免その他進退の内申に

関すること。 

(3) 教職員の任免その他人事に関すること。 

(4) 学級編成に関すること。 

(5) 教科書の給付に関すること。 

(6) 学校の管理運営に関すること。 

(7) 教職員、児童、生徒等の健康管理及び福利

厚生に関すること。 

(8) 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関す

ること。 

(9) 災害共済給付、学校災害賠償補償保険等に

関すること。 

(10) その他学校教育に関すること(教育指導課

の所管に属するものを除く。)。 

(11) 放課後児童健全育成事業に関すること。 

教育指導課 指導係 (1) 学校教育の研究、指導及び助言に関するこ

と。 

(2) 学校経営の管理、指導及び助言に関するこ

と。 

(3) 教育課程、学習指導及び生徒指導に関する

こと。 

(11) 学校施設の設置、変更及び廃止に関するこ

と。 

(12) 学校の用に供する教育財産の管理及び処

分に関すること。 

(13) 通学路の安全対策に関すること。 

(14) その他学校施設に関すること。 

(15) 教育行政に関する相談に関すること。 

(16) 教育、学術及び文化の振興に関する総合的

な施策の大綱に関すること。 

(17) 総合教育会議に関すること。 

(18) 事務局、部及び課の庶務に関すること。 

(19) 部内の他課の所管に属さないこと。 

学務係 (1) 学齢児童及び生徒の就学及び出席の督励並

びに就学の猶予及び免除に関すること。 

(2) 県費負担教職員の任免その他進退の内申に

関すること。 

(3) 教職員の任免その他人事に関すること。 

(4) 学級編成に関すること。 

(5) 教科書の給付に関すること。 

(6) 学校の管理運営に関すること。 

(7) 教職員、児童、生徒等の健康管理及び福利

厚生に関すること。 

(8) 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関す

ること。 

(9) 災害共済給付、学校災害賠償補償保険等に

関すること。 

(10) その他学校教育に関すること(教育指導課

の所管に属するものを除く。)。 

(11) 放課後児童健全育成事業に関すること。 

教育指導課 指導係 (1) 学校教育の研究、指導及び助言に関するこ

と。 

(2) 学校経営の管理、指導及び助言に関するこ

と。 

(3) 教育課程、学習指導及び生徒指導に関する

こと。 
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(4) 就学指導に関すること。 

(5) 就学指導委員会に関すること。 

(6) 青少年相談に関すること。 

(7) 教育相談に関すること。 

(8) 学校教育に係る人権教育の推進に関するこ

と。 

(9) 教科用図書、教具等の選定採決に関するこ

と。 

(10) 教育研究資料の編集等に関すること。 

(11) 教職員の研修に関すること。 

(12) 公立学校職員共済組合に関すること。 

(13) その他学校教育指導に関すること。 

学校給食センター 給食係 (1) 学校給食事業の企画及び運営に関するこ

と。 

(2) 学校給食センター運営協議会に関するこ

と。 

(3) 献立の作成及び栄養価計算に関すること。 

(4) 給食材料の購入計画に関すること。 

(5) 給食材料の検査及び保管に関すること。 

(6) 調理の指導に関すること。 

(7) 学校給食センターの管理運営に関するこ

と。 

(8) その他学校給食に関すること。 
 

(4) 就学指導に関すること。 

(5) 就学指導委員会に関すること。 

(6) 青少年相談に関すること。 

(7) 教育相談に関すること。 

(8) 学校教育に係る人権教育の推進に関するこ

と。 

(9) 教科用図書、教具等の選定採決に関するこ

と。 

(10) 教育研究資料の編集等に関すること。 

(11) 教職員の研修に関すること。 

(12) 公立学校職員共済組合に関すること。 

(13) その他学校教育指導に関すること。 

学校給食センター 給食係 (1) 学校給食事業の企画及び運営に関するこ

と。 

(2) 学校給食センター運営協議会に関するこ

と。 

(3) 献立の作成及び栄養価計算に関すること。 

(4) 給食材料の購入計画に関すること。 

(5) 給食材料の検査及び保管に関すること。 

(6) 調理の指導に関すること。 

(7) 学校給食センターの管理運営に関するこ

と。 

(8) その他学校給食に関すること。 
 

 

（以下略） 

 

（以下略） 

  

 


